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平成 27 年 10 月 1 日（基準日）

国勢調査を実施します

●
国
勢
調
査
は
、
日
本
に
住
ん
で
い
る
す
べ
て
の
人
お
よ
び
世
帯

が
対
象
で
す
。

●
平
成
27
年
国
勢
調
査
は
、
少
子
高
齢
化
社
会
に
お
け
る
日
本
の

未
来
を
描
く
上
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
デ
ー
タ
を
得
る
た
め
に
実
施
し
ま
す
。

●
調
査
結
果
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
法
令
に
そ
の
利
用
が
定
め
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
社
会
福
祉
、

雇
用
政
策
、
生
活
環
境
の
整
備
、
防
災
対
策
な
ど
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
の
た
め
に
役
立
て

ら
れ
ま
す
。

●
今
回
の
調
査
で
は
、
先
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
回
答
を
受
け
付
け
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
の
た
め
の
書
類
を
９
月
上
旬
か
ら
、
調
査
員
が
世
帯
を
訪
問
し
て

配
布
し
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
期
間
終
了
後
の
９
月
下
旬
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
回
答
さ
れ
な

か
っ
た
世
帯
に
調
査
員
が
紙
の
調
査
票
を
配
布
し
て
調
査
を
行
い
ま
す
。

●
記
入
し
て
い
た
だ
い
た
調
査
票
は
、
調
査
員
に
直
接
提
出
い
た
だ
く
か
、
郵
送
で
も
提

出
い
た
だ
け
ま
す
。

●
国
勢
調
査
で
は
、
電
子
メ
ー
ル
で
お
尋
ね
し
た
り
、
金
銭
を
要
求
し
た
り
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
国
勢
調
査
員
を
よ
そ
お
っ
た
不
審
な
訪
問
者
や
、
不
審
な
電
話
・
電
子
メ
ー

ル
な
ど
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
不
審
に
思
っ
た
際
に
は
、
速
や
か
に
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
ま

た
は
周
防
大
島
町
政
策
企
画
課
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

～あなたの回答が、日本の未来をつくります～

インターネットで回答できます
（パソコン・スマートフォン・タブレットから）

回答期間 ９月10日～20日

９月下旬に従来の調査票をお配りします 提出期間 10 月1日～7日

今回はじめて

インターネットで回答のなかった方へ

インターネット回答を行う場合、９月 10日㈭～ 12日㈯にかけて配布されるインターネット回答用ＩＤ
を使用し、９月 20日㈰までにパソコン、タブレット端末、スマートフォンなどからインターネットに
アクセスしていただき、画面の案内に沿ってご回答ください。

◎調査票で回答する場合、10月１日㈭以後、国勢調査員が訪問した際に、そのまま調査票をお渡しい　
　ただくか、『調査書類収納封筒』に入れて 10月７日㈬までにお渡しください。
◎郵送回答の場合、『郵送提出用封筒』に調査票を入れ、10月７日㈬までに、郵便ポストへご投函下さい。
（切手は不要です。）　

国
勢
調
査
は
、
日
本
国
内
に
住
む

す
べ
て
の
人
と
世
帯
を
対
象
と
し
た
、

国
の
最
も
重
要
な
統
計
調
査
で
す
。

回答は次のいずれかの方法で行うことができます。


